
原子力防災対策の現状と課題

平成２７年２月
内閣府（原子力防災）

CO890150
テキストボックス
第6回原子力委員会資料第1-6号



目次

1. 内閣府原子力防災の体制
2. 内閣府（原子力防災）の業務
3. 地域防災計画・避難計画の策定と支援体制
4. 原子力災害時の体制

1



内閣府特命担当大臣（原子力防災） 望月 義夫

内閣府副大臣（原子力防災） 小里 泰弘

内閣府大臣政務官（原子力防災） 福山 守

１．内閣府原子力防災の体制（10/14～）

政策統括官(原子力防災担当) 平井 興宣

参事官(総括担当) 森下 泰

参事官(地域防災・訓練担当) 杉本 孝信

大臣官房審議官 山本 哲也 職
員
：
約

50
人
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平成２５年９月３日の原子力防災会議で、関係自治体の避難計画作成等に関係省庁が全面
的に取組む方針を決定。

原子力発電所がある１３地域にワーキングチームを設置し、国と自治体が一体となって、計画
の策定・充実に取組んでいる。

１．地域防災計画・避難計画作成充実化の取組

２．関係道府県への財政的援助

原子力発電施設等緊急時安全対策交付金（内閣府予算）
・ 平成２６年度予算１２１億円（平成２５年度予算額１１１億円）
・ 平成２７年度予算(案)１２２億円

原子力災害対策施設整備費補助金（内閣府予算）
・ 平成２５年度補正予算２００億円（平成２４年度予算額１１１億円）
・ 平成２６年度補正予算９０億円

２．内閣府（原子力防災）の業務

原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力緊急事態を想定した訓練を、国、地方自治体、
電力事業者が合同で実施。

今年度は、１１月２，３日に、北陸電力志賀原子力発電所を対象として実施。総理、官房長官
原子力防災担当大臣（環境大臣）、関係閣僚も参加。

３．原子力総合防災訓練
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＜県・市町村＞
県防災会議・市町村防災会議

中央防災会議原子力規制委員会

防災基本計画原子力災害対策指針

原子力防災会議

内閣府
（原子力防災）

地域防災計画（含、避難計画）

※原子力災害対策特別措置法
第６条の２ ※災害対策基本法第３４条

※災害対策基本法第４０条、第４２条

計画作成への支援・確認

原子力災害対策に関する
専門的・技術的事項を規定

原子力災害対策に関し、
国、自治体、電力事業者等が
それぞれ実施すべき事項を規定

設置
ワーキングチーム

計画作成ﾏﾆｭｱﾙ
の提示／予算措置

原子力災害対策指針、防災基本計画
に基づき、関係自治体が地域防災計画を作成

ワーキングチーム設置、
関係省庁による自治体
支援、進捗等のフォロー
アップを方針決定。
（平成25年9月）

報告

実質的な事務局

※原発が立地する１３地域それぞれに
ＷＴを設置している。

３．地域防災計画・避難計画の策定と支援体制
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（参考）原子力防災会議の組織

原子力防災会議の組織

（原子力防災会議幹事会）

議長 ：内閣府政策統括官
副議長：環境省 水・大気環境局長
幹事 ：関係省庁局長級

○議長 ：内閣総理大臣

○副議長：官房長官、環境大臣、
内閣府特命担当大臣（原子力防災）、
原子力規制委員長

○議員 ：議長・副議長以外の全国務大臣、
内閣府副大臣（原子力防災）、内閣府大臣政
務官（原子力防災）、内閣危機管理監

【事務局体制】

事務局長：環境大臣
事務局次長： 内閣府政策統括官

環境省 水・大気環境局長

地域防災計画の充実に向けた今後の対応

平成２ ５年９月３日

原子力防災会議

１．現状等

防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく新しい枠組に

基づき、原子力発電所から概ね半径３０km 圏内の自治体による

地域防災計画（原子力災害対策編）の策定が進んでいる。

地域防災計画は、内容の具体性や実効性が重要であり、避難

計画や要援護者対策の具体化等を進めるに当たって、自治体の

みでは解決が困難な対策について、国の積極的な支援が期待さ

れている。

２．今後の対応

政府を挙げて地域の防災計画の充実化を支援することとし、原

子力防災会議及び内閣府原子力災害対策担当室を中心に以下

の取組を行う。

（１）内閣府原子力災害対策担当室は、原子力発電所の所在す

る地域毎に、課題解決のためのワーキングチームを速やかに

設置し、関係省庁とともに、関係道府県・市町村の地域防災

計画・避難計画の充実化を支援する。

（２）原子力防災会議及び同幹事会において、地域防災計画・避

難計画等の充実化の内容・進捗を順次確認する。 5



（参考） 地域防災計画、避難計画の策定状況

平成27年２月５日現在

6

対象市町村
地域防災計画

策定数
避難計画
策定数

備考

泊地域 13 13 13

東通地域 5 5 5

女川地域 7 7 0
平成26年12月1日、宮城県が「避難計画［原子力災害］作成
ガイドライン」を策定。

柏崎刈羽地域 9 9 2
平成26年10月30日、刈羽村が「原子力災害避難するための
行動指針と避難計画」を策定。

東海地域 14 13 0

浜岡地域 11 11 0

志賀地域 9 9 9 平成26年10月28日「氷見市住民避難計画」を策定

福井エリア 23 23 23

島根地域 6 6 6

伊方地域 8 8 8

玄海地域 8 8 8

川内地域 9 9 9

12地域計 122 121 83

福島地域 13 6 3
平成26年4月、福島県が「暫定重点区域における福島原子力
災害広域避難計画」を策定。

注）福島地域は、特定原子力施設である東京電力福島第一原子力発電所があり、同発電所の周辺地域等が避難指示区域に設定されている事情に留意する必
要がある。



４．原子力災害時の体制

原子力災害対策本部

○本部長 ： 内閣総理大臣

○副本部長： 官房長官、環境大臣、内閣府特命担当大臣（原子力防災）、
原子力規制委員長、一部の国務大臣又は副大臣（総理が指名）

○本部員 ： 全ての国務大臣、一部の副大臣又は政務官（総理が任命）、
内閣危機管理監

○現地対策本部長：内閣府副大臣又は大臣政務官

※原子力緊急事態宣言をしたときに臨時に設置

【事務局体制】

事務局長：内閣府政策統括官
事務局長代理：原子力規制庁次長

（関係局長等会議）

議長 ：内閣府政策統括官
議長代理：原子力規制庁次長
構成員 ：関係省庁局長級
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原子力事業所

（ﾌﾟﾗﾝﾄの事故収束）
原子力発電所外
（住民の防護）

≪合同対策協議会≫

≪オフサイト対応≫

事業者の
監督・支援等

後方支援拠点
(例．Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

自衛隊等

原子力施設
事態即応ｾﾝﾀｰ
(原子力事業者本店）

規制庁職員

【 現 地 】

現地対策本部
（オフサイトセンター）

本部長：内閣府副大臣
（又は大臣政務官）
内閣府大臣官房審議官等

関係府省

自治体
調整

住民の避難指示・支援等

連携

調整

連携

調整
・連携

原子力災害対策本部
本部長 :内閣総理大臣
副本部長:官房長官、環境大臣、内閣府特命担当大臣（原子

力防災）、規制委員会委員長
本部員 :各省大臣、危機管理監

原災本部事務局 官邸ﾁｰﾑ

原災本部事務局 ＥＲＣチーム

規制庁審議官
内閣府・規制庁等主要職員 等

※必要に応じ、状
況報告

内閣府政策統括官（事務局長）、
内閣府・規制庁等主要職員 等

原子力規制委員会

専門的・技
術的知見

≪オンサイト対応≫

【中央】 ≪官邸≫

≪規制庁内ＥＲＣ≫

（参考）原子力緊急事態の危機管理体制

8


	原子力防災対策の現状と課題
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9



